
   

アップデート５．８７のご案内 

 

  拝啓時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は、「社労法務システム」を御愛顧いただきまして誠に 

ありがとうございます。 

  さて、このたび下記の内容のソフトウェア アップデートを行いましたので、ご確認下さい。 

 

敬具 

 

記 
 

 アップデート 5.87                                       

    ＜概要＞ 
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１．在留資格の改正 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・在留資格の改正による対応 

２．傷病手当金支給申請書の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・傷病手当金支給申請書の新用紙対応 

３．６０歳到達時賃金月額証明書の改善 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書の新用紙対応 

４．その他改善と不具合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

  ・請求先事業所登録の改善 

  ・所定労働日数一括訂正の改善 

５．今後のアップデート予定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 
                                                                                                

アップデート公開日：2023 年 11 月 21 日  
 



   

アアアッッップププデデデーーートトト内内内容容容   

 

１．在留資格の改正  

１） 以下の在留資格が追加・変更されたため、在留資格を扱う各種画面や印刷等の対応を行いました。 

   ・新たに追加された在留資格 
在留資格コード 在留資格名称 

66 特定技能 1 号（素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業） 

67 特定技能 2 号（ビルクリーニング） 

68 特定技能 2 号（素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業） 

69 特定技能 2 号（自動車整備） 

70 特定技能 2 号（航空） 

71 特定技能 2 号（宿泊） 

72 特定技能 2 号（農業） 

73 特定技能 2 号（漁業） 

74 特定技能 2 号（飲食料品製造業） 

75 特定技能 2 号（外食業） 

76 被監理者 

77 仮滞在許可者 
 

   ・名称が変更となった在留資格 
在留資格コード 在留資格名称（変更前） 在留資格名称（変更後） 

30 不明 不明（例：日米地位協定に基づく在留・就労） 
 

    ・廃止となった在留資格 
在留資格コード 在留資格名称（変更前） 在留資格名称（変更後） 

51 特定技能 1 号（素形材産業） 特定技能 1 号（素形材産業）（※廃止済） 

52 特定技能 1 号（産業機械製造業） 特定技能 1 号（産業機械製造業）（※廃止済） 

53 特定技能 1 号（電気・電子情報関連産業） 特定技能 1 号（電気・電子情報関連産業）（※廃止済） 

   

  ※ 電子申請について、上記の在留資格のリリースは下記のように発表されています。 

 令和５年 11 月 20 日（月） 12 時予定 
 
  ※ 上記の在留資格を連記式手続きで電子申請する場合は、仕様チェックプログラムの更新が必要となります。 

 日本年金機構ホームページより 新の仕様チェックプログラムをダウンロードしてください。 

 新版のリリースは、令和５年 11 月 20 日（月）にて公開予定です。 
   

２．傷病手当金支給申請書の改善  

１） 傷病手当金支給申請書について、用紙の変更がありましたので改善を行いました。 

   新しい用紙は、「ダウンロード用紙 2023.03 版用紙」を選択してください。 
   

３．６０歳到達時賃金月額証明書の改善  

１） 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書について、用紙の変更がありましたので 

改善を行いました。 

   新しい用紙は、「2021 年 09 月版用紙」を選択してください。 

※ 令和５年 10 月 01 日より事業主の押印廃止となっていますが、ハローワークのダウンロード用紙が 

      差し替わってないため、「2021 年 09 月版」での対応となります。 
   

４．その他改善と不具合の対応  

１） 請求先事業所登録の改善 

請求先事業所を削除した時に、請求書データを削除してほしいとの要望がありましたので、請求先事業所を 

削除した場合は請求書データも削除するように改善を行いました。 
 

２） 所定労働日数一括訂正の改善 

並び替えをできるようにしてほしいとの要望がありましたので、改善を行いました。 
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５．今後のアップデート予定について  

３６協定届の改正とマイナポータル電子申請（被扶養者異動届）改正の対応（12 月下旬頃） 

その他の要望等による改善など 
※ 実際のアップデートについては各対応が出来次第お送り致します。 

※ アップデート予定については予告なく変更される場合があります。 また、順番についても状況等により変更となる場合があります。 
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